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持続可能な生活排水処理事業の運営に向けた取組について
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秋田県においては、持続可能な生活排水処理事業の運営に向けて、
市町村との協働により、以下の取組を実施しているところ。

➀ 流域下水道と単独公共下水道の統合
・秋田市単独公共下水道の汚水を、流域下水道で処理。（Ｈ３２統合予定）

➁ 汚泥の集約処理
・県北３市３町１組合における７つの下水処理場、３つのし尿処理場から
発生する汚泥を、流域下水道で集約処理、資源化。（Ｈ３２供用開始予定）

➂ 下水道と農業集落排水・し尿処理施設との統合
・農業集落排水９地区を、流域関連公共下水道に接続。（実施済み）
・し尿処理施設を、流域関連公共下水道に接続。（実施済み）

➃ 公営企業会計導入に係る共同委託
・公営企業会計導入に必要な業務について、市町と共同委託。（実施中）



秋田市単独公共下水道の汚水を流域下水道秋田臨海処理センターで処理（Ｈ３２統合予定）

➀ 流域下水道と単独公共下水道の統合
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○市八橋終末処理場（八橋処理区）
供用開始４６年経過、改築更新に多額の費用が必要

○秋田臨海処理センター（臨海処理区）
人口減少に伴う流入水量の減少により施設の稼働
が非効率的

処理区統合により効率的な事業運営を目指す

○今後の人口減少の影響等を踏まえ、既存

施設の改造により建設コストを抑制

○下水道革新的技術実証事業（B-DASH）で

採択された「高効率固液分離」技術を採用

事業の概要と効果

今後50年間で約120億円のコスト削減が期待！



県北３市３町１組合の下水道終末処理場７施設、し尿処理場３施設から発生する汚泥を、
流域下水道大館処理センターで集約処理、資源化

➁ 県北地区における広域汚泥資源化事業
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流 流域下水道処理場

単独公共下水道処理場

し尿処理場

県北地区広域汚泥資源化施設完成イメージ図

大館処理センター

資源化施設

○県議会の議決を経て、汚泥処理施設の建設及び維持管理に関する事務を県が受託(Ｈ２６.１２)

○関係市町村等と、建設及び維持管理に関する協定を締結(Ｈ２７.２月)
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発注契約・調査

県・市町共同発注により委託費が約16％削減

➂ 生活排水処理施設の統廃合、 ➃ 県と市町の共同委託
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事業の概要と効果
・農業集落排水９地区を流域関連公共
下水道に接続(２市３町)

・し尿処理施設を流域関連公共下水道
に接続（秋田市）

公営企業会計移行スケジュール

改築費6割削減、維持管理費7割削減

２市３町(秋田市､潟上市､五城目
町､八郎潟町､井川町)

事業の概要と効果

負担金

・県の呼びかけにより、希望市町と固定資産
評価等を共同委託
・県が委託業務の調査を実施することで市町
職員の負担を軽減

業務名 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

固定資産調査･評価業務

会計システム構築

内部調整・事務

企業会計への移行開始

公営企業会計導入に係る共同委託
下水道と農業集落排水・し尿処理
施設との統合

※各事業者が単独で実施した場合と共同発注との委託費用の比較

改築費6割削減、維持管理費3割削減



○秋田県は、昭和５７年以降一貫して減少（全国は平成２０年をピークに減少へ）
○平成２２年の５年間で約６万人の減少（年１.２万人、年１％）
○社人研の予測では2010→2040年の３０年間で県の人口減少率は３５.６％で全国最大
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秋田県内２５市町村の人口予測

【参考】秋田県の人口動態

(注)国立社会保障・人口問題研究所の将来予測人口予測値を用いて作図

・13市町村（過半数）が、40％以上の減少
・うち４町村は50％以上減少
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【参考】秋田県の生活排水処理における課題と対応

県と市町村との協働による持続可能な事業運営を目指す
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課 題

○施設の長寿命化・更新費の増大

○施設の稼働率、運営効率の悪化

○使用料収入の減少による経営の悪化

○担当職員の減少による運営及び危機

管理体制の脆弱化

対 応

○事業者間連携(県と市町村との協働)
○生活排水処理施設の集約・再編

(広域共同化による統合)
○限られた人的資源の効率的活用

(管理運営の広域共同化)

県内排水処理事業の経費回収率（平成２６年度）

職員は減少

県内市町村の平均62.1％
全国の平均92.1％

県内市町村の生活排水処理関係職員数の推移課題



【参考】広域共同化への取組（組織体制）

秋田県・市町村協働政策会議
(平成２１年度設置)

・県及び市町村の協働

・住民サービス向上、地域の自立・

活性化等を図るため政策提案

・対等な立場で合意形成

人口減少社会に対応する行政運営のあり
方研究会(平成２５年度設置)

・人口減少社会においても、住民サービスの

水準を確保する方策を研究する会

・平成２６年度から｢生活排水処理事業運営｣

作業部会を設置（道路､水道など４部会）

生活排水処理事業連絡協議会(平成２２年度設置)

生活排水処理に関する県と市町村との協働

事業の計画立案、事業の円滑な推進を図る

ための連絡調整

○会員 県（生活環境部、農林水産部､ 建設部）、市町村、し尿処理事業者
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○活動内容

・県及び市町村の効率的な生活排水処理の

連携に関する施策の検討

・生活排水処理で発生する汚泥の広域処理､利活用推進に関する施策の検討



【参考】秋田県生活排水処理構想(第４期構想）

○人口減少を考慮した未整備地区の整備手法の見直しと早期生活排水処理施設の概成

○持続可能な事業運営を考慮した施設の効率的な改築・更新及び運営管理

前構想（第３期）からの主な見直し内容

水処理接続

汚泥処理共同処理
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未整備地区の整備手法の見直し

○経済性評価と地域特性を考慮した見直し

○集合処理２９地区を個別処理区域に見直し

○個別処理区域が全体に占める人口割合の増

既存施設の集約・再編

○流域下水道を核とした広域共同化を推進

○集合処理区域同士の統廃合（接続）

○処理場数約半減､流域下水道人口の割合の増

流域下水道を核とした広域共同化のイメージ図



○汚水処理人口普及率※1

８６．１％（Ｈ２８末）
全国：９０.４％(２５位)

※1普及率：処理可能区域内人口/県総人口 ※2接続率：接続人口/処理可能区域内人口

○下水道等水洗化(接続)率※2

８４．２％ （Ｈ２８末）
全国：９３.９％（Ｈ２７末）

【参考】秋田県における生活排水処理の現状
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事業名 実施状況

流域下水道 ２流域 ５処理区

公共下水道 ２４市町村（東成瀬村を除く）

集落排水等 ２２市町村 (小坂町､大潟村､東成瀬村を除く)

合併浄化槽 ２４市町村で実施 (大潟村を除く)

箇所数

下水道 38

流域下水道（県） 5

公共下水道（市町村） 33

農業集落排水等計 204

農業集落排水 183

漁業集落排水 5

その他処理施設 16

242合計

区分

処理場数(H28末現在)
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